
 

令和元年9月26日 

 

県内の行政相談委員1名が 
総務大臣表彰を受賞 

 

行政相談委員の 西野
に し の

 壽
じゅ

富子
ふ こ

 さんは、永年にわたり行政相談所を定期的に開設するな

どして、住民の身近な相談相手として国の仕事などに関する相談を受け付け、その解決等

に尽力してこられました。 

このような活動が認められ、10月2日（水）に東京で開催される令和元年度行政相談委

員総務大臣表彰式にて、総務大臣表彰を受賞されます。 

 

1 総務大臣表彰 

行政相談委員のうち、永年その職にあり、委員としての業績が特に顕著で他の模範と

するに足りると認められる者に対して行われます。 

 

2 受賞委員 

氏名等 主な活動実績 

 

 

 

 

 

西野
に し の

 壽
じゅ

富子
ふ こ

 

（鯖江市担当） 

・平成17年4月行政相談委員委嘱（委嘱期間：14年6か月） 

・市役所にて定期的に定例相談所を開設し、行政に対する苦

情等を受付。平成30年度以降は、越前市で開催の一日合同

行政相談所にも参加して相談対応に尽力 

・毎年、各種団体との行政相談懇談会を開催し、行政相談制

度のＰＲを行うとともに、相談事案を受付処理。また、市

内のイベント会場にて、行政相談制度及び定例相談所開設

の広報を実施 

 

3 表彰式典の日時及び場所 

⑴ 日 時 ： 令和元年10月2日（水） 10時10分から 

⑵ 場 所 ： 京王プラザホテル 5階「コンコードボールルーム」 

（東京都新宿区西新宿2－2－1） 
 

（参考）行政相談委員は、総務大臣から委嘱された民間の有識者であり、定期的に相談
所を開設するなど、地域住民の身近な相談相手として活動しています。県内の各
市町に1名以上配置されています（福井県内には45名、全国には約5,000名配置）。 

 
   総務省福井行政監視行政相談センター 塙

はなわ

、竹内
たけうち

 

 電話：0776-24-0403、FAX：0776-26-4445 

本 件 

照会先 


